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会   議   録 

 

会議の名称 本庄市総合振興計画審議会 第５回 

開 催 日 時 平成２９年６月２３日（金） 
午前・午後１時３０分から 

午前・午後５時３０分まで 

開 催 場 所  本庄市役所 大会議室（６階） 

出 席 者 

審議会：岩崎委員、小暮委員、広瀬委員、堀口委員、髙橋（一明）委員、

齋藤委員、中野委員、金井委員、戸谷委員、明堂委員、渡辺委員、

納富委員、小林委員、茂木委員、木村委員 

事務局：山下部企画財政部長、木村経済環境部長、出牛都市整備部長、田

島児玉総合支所長、高橋上下水道部長、笠原企画課長、小島課長

補佐、堀越主査、齋藤主査、佐藤主事 

傍聴者：３名 

 欠 席 者 髙橋（茂雄）委員、江原委員、矢野間委員、田邊委員、谷田委員 

議  題 

（次  第） 

１．開  会 

２．あいさつ 

３．議  題 

（協議事項）   

   第１号  前期基本計画 経済環境分野素案について（資料１） 

   第２号  前期基本計画 都市基盤分野素案について（資料２） 

   第３号  「前期基本計画 教育文化分野素案」及び（資料４） 

        「前期基本計画 市民生活分野素案」  （資料５） 

                 ご意見に対する対応について  

４．そ の 他  

 ５．閉  会 

配 付 資 料 

① 資料１ 前期基本計画 経済環境分野 素案 

② 資料２ 前期基本計画 都市基盤分野 素案 

③ 資料３ 次期前期基本計画（構成イメージ） 

④ 資料４「前期基本計画 教育文化分野素案」ご意見に対する対応表 

⑤ 資料５「前期基本計画 市民生活分野素案」ご意見に対する対応表 

⑥ 資料６ 本庄市の将来像（案）・政策大綱（案）について 

⑦ 本庄市総合振興計画審議会 第５回 次第 

⑧ 本庄市総合振興計画審議会 委員名簿 

その他特記事項  

主 管 課 企画課 
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会 議 の 経 過  

発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 みなさまこんにちは。本日は大変お忙しいところ本庄市総合振興計画

審議会第５回の会議にお集まりいただきまして、ありがとうございま

す。 

（欠席・遅刻の委員について報告） 

本日の傍聴ご希望者は３名でございます。本庄ケーブルテレビより撮

影の申し出がございましたので、ご了承願います。 

事務局 （本日の配布資料の確認） 

それでは次第２あいさつでございます。会長よりごあいさつをお願いい

たします。よろしくお願いいたします。 

会 長  みなさま改めましてこんにちは。本日は、第５回の本庄市総合振興計

画審議会に暑い中、またお忙しい中、お集まりいただきまして大変あり

がとうございます。今回は、経済環境分野、都市基盤分野について、み

なさまにご審議いただきますが、前回同様、実りある内容となりますよ

うご協力をお願い申し上げます。前々回お出しいたしました、本庄市の

将来像、政策大綱について、７月の会議前までに担当へ提出して頂きま

すようご協力をよろしくお願い致します。また、会議の最後に７月、８

月の会議日程もみなさまに報告させて頂きますので、あわせてよろしく

お願いいたします。 

それでは早速、始めさせていただきますので、どうぞスムーズな進行

にご協力よろしくお願いいたします。 

事務局 会長ありがとうございました。議事の進行につきましては、審議会条

例第６条第１項により会長が議長となって行うこととなっております。

これからの進行につきましては会長にお願いいたしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

会 長 それでは、私の方で議長として進行させていただきます。本日の基本

計画の素案につきましては、専門部会の部会長、副部会長の出席をお願

いしております。それでは早速、議題に入らせていただきます。協議事

項第１号前期基本計画 経済環境分野素案について説明をお願いいた

します。 

部会長 ●前期基本計画 経済環境分野素案について説明 

会 長 それでは、先ほど説明がありましたが、経済環境分野について皆さま

からご意見、ご質問ございましたら、お願いいたします。 

委 員 環境分野について質問します。１５ページの、取り組み内容として、

水質や環境のいろいろな分析ということで書かれています。３年前、私

の住むところの裏の会社で事件があったわけですけれども、人体に悪影
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響を及ぼす有害な化学物質などの環境汚染について、行政側がどのよう

に調査しているのでしょうか。去年から見ると、環境基準では安心の面

が見えるのですけれども、地元の人間にしてみると非常に不信な点があ

ります。 

事件が起きてから３年たったわけですけれども、タンクローリーが工

場まで行くときに時速２０キロ以内で走っているわけです。そういうこ

とが、いかにタンクローリーというものが毒薬、あるいは人体に影響を

及ぼす有害物を運んでいる、そういった証拠じゃないかと思うのです。

何台もタンクローリーが続くわけです。それと、今度は、交通事故も多

発するおそれもある。そういったことで、私は地元の人間として、時間

が経っている割には、この有害物質についての環境の汚染についての調

査が少し甘いのではないかということでご質問してみました。よろしく

お願いします。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 現在、市としては、大気と水質等は調査をしています。もちろん工場

につきましては、特定事業所で特定をされている場合については定期的

な水質等が環境基準に適合しているかは定期的な報告を市に提出をし

てくるようになっています。また、空間的環境汚染のほうも工場等に立

ち入りさせていただいて、検査をしているところです。 

現在、それで異常な数値が出ているという報告は受けていないのが現

状です。 

会 長 よろしいですか。ご意見があれば、お願いします。 

委 員 私は地元が久々宇ですけれども、千葉方面に乗っていくタンクローリ

ー、あるいは高崎方面に乗っていくタンクローリーがそういった有害な

ものを運んでいるのではないか。それがなぜ、２０キロ以内で走るのか

という疑問があるわけです。これは道路を破損してしまうために時速を

落としているのだ、そう言われればそうかもしれません。でも、この事

件が起きたときに地元でも説明会があったのですけれども、最終的な説

明は一切ない。なぜこの質問をするかというと、藤田は農村地帯が８

０％です。それで、化学汚染がもし発覚した場合は藤田の野菜が全滅に

なってしまう。空気汚染もあるわけです。ですから、環境問題について

は、もう少し明確に地元の人たちに、また藤田の人たちにも分かるよう

な説明が工場自体からあってもよろしいのではないかと感じましたの

で、質問させていただいたのですけれども、まだ納得はできません。 

行政側も化学分析は不可能かもしれないけれども、その車がなぜ１７

号国道まで走るのが２０キロ以内で走らなくてはいけないのか。それは

１台だけならいいのだけれども、３台も続くと、今度は通学、通勤して

いる方もいらっしゃるわけです。なぜ解決できないのか不思議に思った
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わけです。そういうことで質問させていただきました。 

会 長 

 

この内容で言いますと、調査分析を実施して、少しでも環境汚染を食

い止めていこうということなのですけれども、その実施する、調査を分

類する、調査をすることをもう少し市民一人ひとりに、どこで、どうい

うふうに、いつごろ行っているのか、分かりやすくするのも１つの総合

振興計画の意義かと思うのですが、その辺についてお答えいただけます

か。 

部会長  今、委員から言われた件については、私としては状況を把握していな

いところがございますので、確認をしたいと思います。 

環境分析の関係ですが、これについては、例年、大気、水質、あと、

ばいじん等も行っており、インターネット等で公表させていただいてい

るところですけれども、公表の仕方は今後検討していければと思いま

す。 

会 長 全ての人がインターネットへ接続しているわけでもなくて、農村部へ

行けば行くほどＩＴは余り進んでいない、そういう年齢層の方もいます

ので、誰もが見られるような公表方法を今後は検討していただければと

思います。 

部会長 その辺について検討させていきたいと思います。 

会 長 ほかに質疑ございませんか。 

委 員 １ページの「現状と課題」の２行目に、「畜産業なども盛んで」とあ

るのですが、「本庄市において、畜産業は盛んである」と言っていいの

かどうかということと、もう１点は、９ページの右側の「２、観光資源

の活用」の最後に「道の駅等の整備などを検討します」とありますが、

この「道の駅の整備」というのは具体的に、例えば１７号ができてから

の検討なのか、その辺はどういう検討の中で、この「道の駅」という整

理で出たのかお願いします。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 「畜産業なども盛んで」という文言については、どのくらいが盛んで

あるかは、なかなか難しいと思いますので、この辺については持ち帰り

検討させていただければと思います。 

道の駅の関係は、１７号のバイパスというご質問だと思いますが、そ

れも含め今後検討していきたいと現在考えています。 

会 長 他に質問ありますか。 

委 員 ３点あります。１点目が２ページ目の農業生産基盤の調査のところ

で、「遊休農地の解消と活用に向けた取り組みを」という文面がありま

すが、今、具体的に遊休農地の解消と活用はどのようにしていこうと予

定しているのか。 

次は８ページの「観光入込客数、現状７０万、目標値７５万」とあり
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ますが、これは３６５日で割ると１，９１７人になります。本庄まつり、

こだままつり、秋まつりと、秋まつりはいろいろ変わるとは思うのです

けれども、これは地元から参加されている方の人数も入ってこの数字な

のかというのと、あと、例えば本庄の夏まつりでどのくらいの活況にな

っているのかが２点目。 

３点目は、１６ページの「元小山川上流、下流、中流のＢＯＤ７５％」

と書いてあるところで、現状は上流３、中流３、下流３．７という数字

で、測定値の問題だと思うのですけれども、上流、中流、下流はどこで

測っているのか教えてください。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 農業の遊休農地については、現在６８ヘクタールぐらいだったと思い

ます。遊休農地の対応については、現在、中間管理事業を平成２７年度

から始めており、一度、中間管理機構に貸し出しをして、また農地を借

りる。使っていない農地については貸し出して使っていただくような方

策をしています。農業委員会は、当然見回りをしており、遊休農地の解

消に向けて努力をしています。あとは、遊休農地等を解消するための補

助金等も用意しており、こちらの活用をしているところです。 

入込客数については、お祭りは地元の人も入っていると認識しており

ます。申しわけありませんが、手元に資料がございませんので本庄まつ

り等の人数は後ほど確認させていただきます。 

元小山川の上流、下流の場所についてはすぐにお答えできませんが、

中流については、元小山橋となります。その数値を把握し、全ての地点

で３％を切る方向性で努力していきたいということで考えています。 

委 員  分かりました。例えば、上流と下流の間で汚濁を改善したいというこ

とをここで書きたいわけですね。 

 もう１点は、例えば１０年前の下流の数値は分かりますか。 

部会長 その数値については手元にはないのですが、１０というような数字だ

ったと思います。今、下流は下がっています。 

会 長 よろしいですか。 

他にご意見、質問ありますか。 

委 員 １ページで、現状の真ん中辺りに、「本庄産農産物のブランド化、販

路拡大」がうたわれていますけれども、スーパーなどに行くと、ふっか

ちゃん、ぐんまちゃんのマークで、そういう商品がすごく目立つのです。

ところが、本庄産の商品を探すというと全然分からないのです。せっか

く「はにぽん」というマークがあるのですから、これをもっと利用した

らいいと思います。ブランド化というのは、具体的にどういうことを考

えているのかお聞きしたいです。 

それから、販路拡大のためにやっているのですけれども、これは本庄
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市民への販路拡大ということに力を入れているのか、あるいは近隣の熊

谷市、高崎市などの地区を目指すのか、あるいは東京の市場を目指すの

か、どれくらいの規模で、どれくらい売りたいのか分からないので、そ

の辺の販路拡大はどういう販促を考えられているのかお聞きしたいと

思います。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 ブランド化については、有機栽培によって、そういったネーミングが

付けられるような農産物ができれば良いと現在考えています。 

販路拡大については、市内、埼玉県、それから、最終的には東京、関

東圏までというような形で、農協さんにご協力いただきながら進めてい

ければと考えています。 

委 員 本庄では水稲、キュウリ、タマネギ、レタスとたくさんありますが、

何が一番かといつも思います。私は、小玉スイカは５０年ほど前にあの

児玉地域から出てきたというのがすごく印象にあります。今、小玉と小

さい玉と書いて、もう日本中出てきていますけれども、商品のやり方と

いうのでしょうか、実際には農家の方が作られるわけですから、こうい

うふうにしようというのは難しいのでしょうけれども、何か特徴がない

と。深谷ネギは確かこちらでも作っていると思うのですが、深谷ネギは

すごく分かりやすいです。ああいうのを取られた反発があるのですけれ

ども、農産品にしても目玉を作っていかないと本庄のブランドイメージ

も上がらないのではないかという気がしますが、いかがですか。 

会 長  それでは、説明をお願いいたします。 

部会長  委員のおっしゃるとおり、本庄産、農産物でいろいろなものが作られ

て、みんな良い品質なのではないかと思うところですが、特色、特徴が

なくなってしまっているのかなというところがあります。今、やはり減

農薬、有機的な栽培を推奨し、それらがブランド化になっていくのがい

いのかなと考えているところです。 

 特色がある農産物を作れればいいのですけれども、農家さんに作って

いただくところなので、市のほうからこの農産物をというところでは現

在はないかと考えています。 

会 長 よろしいですか。 

専門の委員さんへお伺いします。 

委 員 今の市のお答えは、はなはだ戸惑っております。現在、本庄の野菜の

全国的な評価はかなり高く、埼玉県全体の野菜の評価は全国レベルでは

トップです。つまり、これだけの有数な、肥沃な土地、恵まれた土地で、

なおかつ恵まれた天候で作っていますから、おのずから大変おいしい野

菜ができます。 

そんな中で児玉郡市の野菜は、現在、菜食美人という名でブランド化
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されており、減農薬、減化学肥料といった形でかなり定着しています。

ですから、ブランド化に向けては既に十何年取り組んでいますけれど

も、いかんせん農業に従事している人たちは宣伝が下手で、皆様方に認

知されていないのは、はなはだ残念ですが、野菜、農産物に関して児玉

郡市は埼玉県の中でもかなり高いものがありますし、全国レベルでもト

ップクラスだと自負していますので、その辺は市のほうもぜひ知ってい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

会 長 例えばキュウリ、ナス、タマネギ、レタス、ブロッコリー、カリフラ

ワー、ヤマトイモ、イチゴがあります。児玉郡市の中で本庄にたとえて

言うならば、この中で「これが本庄だな」というものはあるのでしょう

か。 

委 員 まず、キュウリの生産高は県下有数ですし、ネギに関しても、これは

ある大学の研究の結果ですが、他産地のネギよりも糖度が強く、２度高

い結果も出ています。そういう全ての品目で、当然イチゴ、トマト、レ

タス、その他においても有利な位置に立って販売されています。 

会 長 ありがとうございます。 

他には質問等ございませんか。 

委 員 １ページ下のほうの「現状と課題」で、「本市は豊富な森林資源に」

といって、「森林の持つ多様な機能が発揮できる、天然で活力のある林

業振興を図るため、伐採・植林保全の中の森林資源やその森林の適正な

活用を実施することが必要です」とあります。これは児玉地域のことだ

と思います。本庄市は、森林資源は何とかなっているのかなというとこ

ろが１つ非常に疑問に思ったところです。本庄の山は、すばらしい材木

がとれるとは思っていませんが、自然環境の保全など多面的な部分は非

常に大事な資源かなと思います。本庄市は何をどういうふうにしよう考

えたのか、この作文だけでは具体的には見えてきません。 

それと、その次のページの「新規」の農業観光資源、これが農業の多

面的なことを活用しようということなのでしょうけれども、一番下の四

角の下に、「養蚕業繁栄の面影を残す小平地域」とありますが、ここは

高窓の里と言われているところを言っているのだと思いますが、本庄市

は農業を観光資源として生かすということをここで言っているのだと

思います。生かすのであれば保全です。例えば養蚕農家は放っておけば

時間とともに消える運命にあると私は思っていまして、すぐではなくて

も意図的に残すような方策を考えているのか聞きたいです。 

それから、そこに、ふれあいの里いずみ亭がありますが、あそこの地

域には、遊楽荘があります。あれもちゃんと１つの観光資源とか。こち

らは地場産の野菜とか、タケノコとか、ちょっとした製品が売っていま

して、あそこもいずみ亭とともに記述したほうがいいのではないかと思
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いますが、いかがでしょうか。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 森林の関係は、現在、平成２５年３月に森林計画を作成し、それに基

づいて事業をしているところで、基本的には、現在、森林組合がありま

すので、そちらでいろいろと事業をしていただいているところです。 

市として何ができるかというところについては、今、本庄市の市有施

設の木造化・木質化に関する指針を平成２８年に作り、公共施設の建物

等について木質化を推進している取り組みをしていると考えています。 

副部会長 ２点目について、私から説明させていただきます。２ページの農業観

光資源の活用ということで、これは高窓の里をイメージしているのかと

いう質問で、まず、ここのイメージがあります。議会の中でもご質問が

あったかと思いますけれども、養蚕農家がこのままいくと崩壊してしま

う、どうするのだというお話かと思います。これについては、課題が多

く、問題がありますので、検討しながら、一番良い方法を探していくと

ころです。 

それから、いずみ亭が入っていて、その手前に遊楽荘があるのですが、

遊楽荘も今、地元ＮＰＯが一生懸命頑張ってやっていますけれども、い

ずみ亭と観光農業センター、２つ入っているというのは、市が指定管理

してもらっているというところでイメージしています。遊楽荘について

は、ご存じのとおり、ＮＰＯが空き公共施設を活用して、一生懸命、営

業し、頑張っているという、少し取り扱いが違う事業なものですから、

そこには書かなかったのですが、もちろん、遊楽荘も活用して、観光に

は活用している状態です。観光のパンフレットにも遊楽荘を案内させて

いただいています。あと、ここも活用していくというふうになると思い

ます。 

委 員 お言葉ですけれども、あそこはもう公金、補助金が入っていることで

違いないわけです。ルートは少し違うかもしれませんけれども、そうい

うのは別にＮＰＯがやっても、建設省の予算を使っていますから、あれ

は本庄市がバックで全部やっているわけです。それを余りはっきり決め

ないで、有効利用で売り出していくというのは大事だと思います。余り

にも硬直的な扱いだと思いました。それについて、もう１回返事をいた

だければと思います。 

会 長 説明をお願いいたします。 

部会長 遊楽荘をこの中に書き込むことについてですが、観光の９ページで、

例えば協働の取り組みというか、そういうところになるというイメージ

です。これは持ち帰り、検討させていただきたいと思います。 

会 長 他に質問ありませんか。 

委 員 農業のところで質問です。まず、先ほど本庄の野菜の質が非常に高い
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というお話が出ましたけれども、そういうのを具体的に文書で見たこと

はありません。だから、そこまで埼玉県でレベルが高い、全国でもレベ

ルが高いというのであれば、それを何らかの形で、消費者が直接目にす

るような形のものがないと、行政としての支援としては不十分ではない

でしょうか。全国でトップクラスであれば、私だったら、どこでもペタ

ペタ書いてＰＲしたいというふうに思うのですけれども、なぜそういう

ことができないのかという素朴な疑問です。これは１点目です。 

もう１つ、振興計画の基本計画の中に、「農業の新規就農者および若

い農業者に対する各支援の充実などにより」と書いてありますけれど

も、こういうことをやってきた結果、若い農業を担う人たちが増えてい

るのか、どうか。新規就農者が何人増えたのか、具体的な数字で説明し

ていただきたいと思います。 

自治会長会の集まりの中でも常に後継者がいない問題が大変大きな

問題として掲げられています。皆さん非常に苦労して、何とか本庄の地

から農業をなくさないようにという形で、大変悩み、苦しんでいるわけ

ですが、しかし、それにもかかわらず増えない現状を、いろいろ話を聞

いているわけです。それに対して本庄市は支援していると言うのであれ

ば、きちんとした、その支援の結果が成果として表れているのかどうか。

表れているとすれば、どういう形で表れているのか、具体的な数字でお

示しいただきたいと思います。そうでないと、結局、空振り、あるいは

アドバルーンで終わってしまっているのではないかと疑いたくなりま

す。よろしくお願いします。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。正確な数字が出るようでしたら、

時間をとっても結構ですから、ちゃんとした数字を出してください。 

部会長 現在、数字は持ち合わせていませんので後日になってしまいます。 

野菜は、有数な産地でありますが、ブランド化を今後どうやっていく

かの検討が必要になってくると思います。 

新規農業者の関係については、１ページ目の農林業の振興の成果指標

２段目に、新たに農業に就業した数は、平成１８年度から累計で、目標

が１２０人だったところを１１０人となっています。それと、若い方の

関係なのですけれども、今、農業青年会議所などに情報の共有などをし

ていただく中で支援できる部分の支援をおこなっているところです。 

委 員 ありがとうございました。それでは、お願いですけれども、特に私も

詳しく調べているわけではないですけれども、新しく農業をやりたいと

いう人たちが、それほど支援をしていただけてないのです。本格的に農

業で食べていけるところまでできていない現実があると聞いています。

例えば何年も農業をやっていて、独立して、農地も買って、本格的に参

入しようとすると、そういうものが手に入らない、手に入りにくい、あ
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るいは借りるのも非常に苦労するような環境があると聞いています。そ

ういうところでは、農業の政策などが絡む、あるいは行政の農地の管理

の仕方とも関係するところはあると思うのですけれども、そういうとこ

ろで、もっと門戸を開いて、チャレンジする若者に対して、確保できる

ような体制をもう少し見える形で施策を進めていただくとありがたい

です。今後よろしくお願いします。 

会 長 他に質問はございませんか。 

委 員 ３点質問があります。初めが１１ページの「めざす姿」のところです。

先ほど説明があったところと重複になってしまうかもしれませんけれ

ども、これは両方とも変更なしで、特に２番目の「消費者がトラブルに

遭った際に迅速に対応できる体制が整備されています」というのは、成

果指標は満足されている。それを維持していくというメッセージだと受

け取りますけれども、それ以上に改善しなければいけない、向上しなけ

ればいけないところがなかったのかどうか。逆に、トラブルになった際

ということであるならば、トラブルに遭わないようにするという、何か

そういう取り組みができ得るものなのか。それが先ほど文言を少し訂正

された消費生活サポーターという方が、もしかしたらそういう役割を担

っているのか分からないのですけれども、例えばとして、そういう方の

登録人数なのか分からないですけれども、サポートを向上させるとか、

何か一工夫していただいたほうが。９９％ということは、ほぼ問題なく、

体制も作られて、それも恐らく維持できているということだと思います

ので、振興計画の中長期の目標としては少しそぐわない印象を受けま

す。これが１点目です。 

２点目は１４ページの環境対策の充実のところですけれども、成果指

標の最初のところで、温暖化ガス排出量減少率、これは温暖化ガスがい

いのか、温室効果ガスがいいのか、両方使い分けているのか分からない

のですけれども、同じ意味だとすると、現状値に実数６，３５７,１３

５ｋｇ－ＣＯ２と書いているところが少し気になります。－７．２％だ

けでもいいかと思います。 

実際に、現状の６，３００、６，４００トンぐらいのＣＯ２の排出で

すけれども、これは曲解されてしまう可能性があると思います。これは

市が管理している施設の中での排出量だとおもいますが、これをどうい

うふうに位置付けるかの問題だと思います。私が調べたところだと、本

庄市全体だと年間６５万トンぐらいの排出があります。これは事業者か

ら一般家庭も含めた形で、埼玉県に報告されたものから出たものだと思

うのですけれども、読まれた方は何の数字なのか分からないのではない

かという気がします。成果指標の中で、これが唯一分かりにくいところ

なので、表現を変えるべきなのか、もう少し解説を加えるべきなのか、
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少し工夫をいただいくとよろしいと感じました。これも感想です。 

３番目、最後ですけれども、同じ環境対策の充実の１５ページです。

これは前回の計画からの引き続きかと思うのですけれども、上の施策中

項目の５番の放置自転車対策について、どうも１から４の中項目と比べ

ると、かなり具体的なものとして、非常にメッセージ性が強く、違和感

があります。これは、非常に困ってしまっている問題なのでここに挙げ

たということなのか、中項目のタイトルを少し改めていただいて、その

中の１つとしての放置自転車対策としたほうが他とのバランスで理解

しやすいです。逆に、放置自転車対策は非常に喫緊の課題であって、ど

うにかしたいというメッセージ性が強いものであればこのままで結構

かと思うのですが。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 成果指標の消費者相談について、これは既に達成しているのではない

かというところですが、当然、救済するというのは必要なところで、そ

の前に発生しないのが良いということです。現在では、先ほど委員から

言われました消費生活サポーターの方が、老人施設等で啓発活動を行

い、まず減らす取り組みをしているところです。その辺の人数を成果指

標にしたらどうかというところではあるのですけれども、サポーターは

現在８人しかいません。とりあえず増やしていくのも重要だと思うので

すが、全てボランティアでやっていただいている状態です。それらの方

を今後１０人、２０人増やす形の指標にするのは難しい指標になってし

まうのが現在の課題であると思っています。ただ、この指標で見ると、

少しご議論もあるところではあるところだと思いますけれども、現状で

は、救済率を落とさないような取り組みで指標としたいと考えていま

す。 

部会長 環境対策の充実の成果指標ですが、委員がおっしゃるとおり、これは

市の施設としての現状を把握したもので、本庄市全体のＣＯ２の削減率

ではありません。本庄市全体のＣＯ２を把握することは難しいという点

もあり、そういう意味で、ここには市の施設の排出量を記載させていた

だいています。成果指標の中に、説明を付け加えるような形で持ち帰り

させていただきます。 

放置自転車の関係は、現在、放置自転車対策としては、本庄駅周辺に

ついては放置自転車の禁止区域ですので、主にそこの放置自転車の対策

をやっています。現在の計画にも、中項目の５番として記述しており、

引き続き、放置自転車対策は交通安全等の関係もありますので、項目と

して記述したほうが良いと思われますが、委員の言うように、具体的に

中項目では書き過ぎているのかなということもありますので、その辺に

ついても持ち帰り、調整させていただきたいと思います。 
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委 員 ご回答ありがとうございます。最初に質問した消費生活サポーターだ

け、私は事態が分からないので、的外れなことを言っていました。ご勘

弁願います。 

１３ページ、主な事業の一覧の右の⑦、左では⑧のところが、ご説明

いただいた消費者啓発事業ですけれども、そうしますと、左側の変更前

のほうが「消費者被害に遭わないように」という直接的なメッセージが

入っていたので、こちらのほうが分かりやすいと思ってしまったのが１

点と、それと、今、ボランティアでやっていただいているという話があ

りました。これは市のほうから具体的なサポートがあるというわけでは

ないと受け止めるのですけれども、そうすると、「積極的に行います」

とこの中に書いてしまうのは、数少ない方々に一生懸命お願いをしてし

まうことに、かえってなってしまう、そういう印象も受けますので、具

体的にサポートしているおつもりがあるのか、それはないのかもしれな

いのですけれども、今のご発言と合わせて、ご意見があればいただきた

いと思います。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 消費生活サポーターは、現在８人で行っていただいているところです

けれども、支援がないかというと、ないことはない、当然、啓発品とか、

消耗品など活動に必要なものは市のほうから出させていただいている

ところですので、そういった支援の拡充をしていくところであります。 

それと、表現の問題ですが、消費者被害に遭わないようにという文言

を入れたほうがいいというご指摘がありましたので、そこについては、

持ち帰り、調整をさせていただきます。 

会 長 それでは、ここでいったん休憩させていただきます。 

会 長 それでは休憩前に引き続きどうぞ。 

委 員  まず１ページの農業のところなのですが、今ブランド化ということで

一番大事だと思うのが、結局本庄というネームバリューの強さが本当に

持てるかどうかということになってくるのだろうと思うのです。このブ

ランド化というところで本庄のネームバリューをどうするかという視

点をぜひ持っていただきたいという要望が１つです。それと、一番下の

ところに農村環境保全活動参加人数ということで目標値も示されてい

るのですが、実際農家なので、昔はあぜ道の草刈りも農家の方が一生懸

命やってくださり、そういう時間や人手が農家周りにあったのですが、

実際高齢化や農家さんの人手不足ということがあり、これをいろいろな

人の手を借りてやろうということでそのように書かれたのだろうと思

うのですが、農村集落自体がとても疲弊していっているときにこういう

書かれ方をしても、正直言って違和感があるというのが正直な感想で

す。就農人口のことも含めてなのですが、いくら面積を集積しても、い
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くら経営効率を上げろと言われて機械を導入したとしても、農家さんは

どうしても手間が掛かるのです。その人の手間が一番高いと思うので

す。そこをどうやって支援していくかということを、まだ知恵を絞って

いただかないと、これからやっていくのはとても大変ではないかなと思

うので、ここの人材の確保、人手の確保というところをどうするかとい

うことを、ぜひ何かを記述していただきたいと思います。 

 それから、次に商業のほうにいきます。５ページになるのでしょうか。

今商店街さんでも２代目、３代目がその後のお店を継ぐか継がないか、

業態を変えて第二創業するかというような場面も結構あるのだろうと

思うのです。そういうことをしていかないと、１回閉まってしまったシ

ャッターが二度と開かないというか、開けたら車庫になっていましたと

いう状況が今もどんどん進んでいると思うので、これを食い止めるのに

どうするかというようなところを、空き店舗ということだけではなく、

今やっていらっしゃるところの第二創業などの支援の施策というのか、

そういうものが見えてくるとありがたいのではないかというふうに思

いました。 

 ６ページですが一番下のところに、優良企業の誘致とあります。利益

が出ていれば優良企業というのか、この優良企業というところが私もよ

く分からないのですが、人手を必要とする量を持ってきていただかない

と、箱はとても大きく、期待をされていて、従業員が本当に何人もいな

いというようなところでも、もちろん来ていただければありがたいと思

うのですが、地域の雇用の創出ということになると、やはりそこのとこ

ろはある程度人手を使う業種をぜひ積極的に誘致していっていただき

たいと思うので、記載をお願いしたいと思います。 

 観光のほうの分野にいきます。９ページのあたりのどこかになるので

しょうか、全体として、例えば推奨土産品の品数のラインナップが増え

れば売り上げが増えるというふうに見込んでいらっしゃるのかもしれ

ないのですが、入り込んだ観光客にどうやってお金を使ってもらうか、

何にお金を落としてもらうのだというのが、読んでいて見えてこない感

じがするのですが、この特産品の開発というところで、それを買っても

らうというようなことなのだろうと思うのですが、そのあたりがよく分

からないという印象を持っています。 

文言で教えていただきたいのですが、９ページの一番上の伝統伝承の

支援というところで、祭りの品格を高めるというふうに書いてあるので

すが、これが私にはどういう意味なのか分からないのです。庶民文化と

してのお祭りというものもあると思うので、品格を高めるということが

どういうことなのかご説明をお願いしたいと思います。 

 あとは環境の最後のページになるかと思うのですが、先日議会のほう



様 式 

14 

 

でも取り上げさせていただいたのですが、廃棄物そのものの発生、ごみ

の発生抑制というところで、食品の取り組みというのはとても大事だと

思うのです。言葉も何も出てこないので、これをぜひキーワードにして

臨んでいただきたいと思います。以上です。 

会 長  それでは説明をお願します。 

部会長  ブランド化の関係につきましても当然観光的な分野ということも視

野に入れながら、今後そういった方向性で検討していく必要があると思

います。 

 それから農村環境保全活動参加人数の関係ですけれども、確かに高齢

化によってだいぶ難しくなってきているという話もあると思いますの

で、現在では多面的機能支払交付金という制度がありまして、お金を交

付させていただいて、当然自分でやっていただくということもできます

し、例えば草刈り機やそういったものは基本的に賄えるようになってい

ます。 

農村環境保全活動参加人数の組織を増やすことによって地域資源が

増加していくというふうに考えています。 

 委員さんがご指摘のとおり、市街地でシャッター通りになっている、

現状で何ができるかというところですが、これにつきましても融資制度

というものもありますし、また昨年の８月に国のほうで申請をして認め

られました創業支援事業というものがあります。こちらを十分活用をし

て、今後の事業の発展のほうに生かしていただければというふうに考え

ています。あとは商店街の活性化ということで、商店街の独自事業とい

うことで事業を進めていただく場合については、一定の補助金を支給さ

せていただいて、例えばイベントをおこなうときには、支給させていた

だいておるところです。 

部会長  工業振興のところの６ページにあります優良企業の誘致という項目

につきましてご意見等を頂いたのだと思うのですが、企業誘致をしてい

くのですが、これが拡大されないとなかなか地域の振興につながらない

のではないかというご意見だと思うのですが、現在、企業誘致の補助金

の中にも雇用促進奨励金があります。ただ、委員さんがおっしゃってい

るのは、もう少し積極的に雇用を生み出すような企業誘致に結び付けて

いくような政策を考えるべきではないかというご意見だと思いますの

で、これについてはどういった文言が入れられるかどうかは検討させて

いただきたいと思います。現在でも取り組んでいるのですが、もう一歩

進んだ形のものができないかというご意見だと思いますので、検討させ

ていただければと思います。 

部会長  次は観光の推進の関係ですが、その辺につきましてはどういった形で

記述するかを検討させていただければと思います。それから、祭りの品
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格を高めるというということですが、確かに厳かな祭りの品格を高めれ

ばいいかというところはあるかとは思うのですが、現在では山車等を文

化財化とする、そういったものを考えていければというふうには考えて

いるところで、そういう表現の中で品質を高めるというような表記にさ

せていただきたいと思います。 

 食品の関係ですが、それにつきましても取り組みをしているところで

すので記述の検討をさせていただきます。 

会 長  委員、どうぞ。 

委 員  農家の人手不足というところのお答えがなかったと思うのですが。 

部会長  人手不足というのはなかなか難しい課題となっています。それをどう

いう形で表現できるかというとなかなか難しい問題かなというふうに

は思うのですが、それにつきましては持ち帰りさせていただいて検討さ

せていただければと思います。 

会 長  よろしいですか。委員さん、どうぞ。 

委 員  幾つかあるのですが、また細かい質問をしてもしょうがないので絞っ

て質問をします。 

委 員  商店街の活性化のところで、今までも随分空き家が目立っていたので

すが、最近また特に増えてきたようなのですが、行政として新しい施策

を考えて手を打つというようなことはあるのでしょうか。例えば、私は

単純に考えるのですが、あれだけ空いているのであれば行政のほうで供

給手当てか何かをして、２～３軒範囲で借り上げて、ある程度リフォー

ムをして若い人を中心に起業家やそういう人たちを入れるような、そう

いう施策があってもいいのではないかなというふうに思うのです。最近

はよく分からないのですが、昔は随分本庄駅の乗降客というのは人口の

何倍分もあったという話を聞いていますが、今でも時間帯によっては結

構若い人たちが本庄駅から通勤なり通学などで利用するので、そういう

人たちを呼び込むようなヤングタウンではないですけれども、若い人た

ちが集えるような、そういうお店を誘致するという思い切った大胆な施

策というものがあってもいい気がするのですが、みんな平凡な対策だけ

で、もう少しメリハリの効いた施策というものをやっていただいたほう

がいいのではないかなという感じがしています。 それからもう１つ、

伝統継承の問題なのですが、山車はないのですが、町内の、特に山車な

どを持っているところの自治会なりが非常に今財政難も人材難もあっ

て四苦八苦している状態です。話を聞くとあまりのひどさに驚くのです

が、更新したら１，０００万かかったなど、行政からの支援は幾らあっ

たのですかと聞くとほとんどない。みんなそういうのは、いわばその町

内での持ち出しなのです。町内の中に商店等がたくさんあって、活気を

呈していればそういうところからのご支援もあったのでしょうが、そう



様 式 

16 

 

いうものもないのです。片や、人を探すのに四苦八苦をしているような

状態です。このままいくと、言い過ぎかもしれませんが、貴重な観光資

源である山車も出せなくなるような状態が近いうちに来るのではない

かなということを心配しているのです。こういうものに対して将来的な

ものも含めて、行政という形でどのように、例えば支援、バックアップ

をしていくのかという点をお聞かせ願いたいと思っています。今はこれ

だけ人口が減ってきて、商店も減ってきて、なかなか大きな産業がない

本庄市としては、町を挙げて、市を挙げてこういうものをバックアップ

する体制を取る時期に来ているのではないかと思います。１つの町の中

だけでそういう問題について悩ませるのではなく、市全体としてこの問

題を大きく捉えて、貴重な観光資源をこれから５０年、１００年と継承

するためにどうしたらいいのかという、そういう視点から考える時期に

来ているのではないかなと思うのですが、そういうことを含めてお考え

があればお聞かせ願いたいと思います。以上です。 

会 長  それでは説明のほうをお願します。 

部会長  空き店舗対策ですが、現在の対策としては、新たな創業を空き店舗を

利用して創業する方について、空き店舗の利用というものに使う改修

費、それから家賃については支援をしているところですが、これらをど

んどんアピールをしてどんどん使っていただけることを期待したいと

いうふうには思っています。空き店舗の中は、いろいろご事情のある方

がいらっしゃるのではないかと思います。貸したいという人もいるでし

ょうし、貸したくないという人もいるでしょうから、まずは商工関係の

方、地域の方等を含めて話し合いの場というものを、つくっていくこと

が必要ではないかということです。 

委 員  具体的に何かやられているのですか。 

部会長  ここに書いてあるのですが、今後空き店舗ゼロプロジェクトというも

のを立ち上げていきます。 

委 員  もっと具体的なものを示してください。一億総活躍社会と同じで何も

ならないではないですか。 

部会長  それらを使って、空き店舗を今後どうやってなくしていくかというの

を、まずは検討していく必要があると思っています。それからお祭りの

関係ですが、人手も相当かかっていますが、確かに山車等の維持費は大

変なことだと聞いておりますが、ただ、文化財のほうで修繕については

ある程度補助金が出るのではないかなと思います。私のほうでは確認は

していませんが、そういった補助金もあるのではないかなと思います。

今後その辺をどうするのだということですが、まずは支援ということ

で、祭りの発展を図りますと、表現をさせていただき、具体的な事業に

つきましては今後検討を進めていくところです。以上です。 
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会 長  委員さん、どうぞ。 

委 員  もっと具体的なものを出してください。この間、商工会議所の役員の

方と何人かとお話しましたが、皆さんそれぞれの組織で悩んでいるので

す。これは具体的に踏み出す核になる組織がないのです。空き家があれ

だけあるのに空き家ゼロと言ったらおかしいです。むしろそれでした

ら、ここの通りだけはいろいろチャレンジしてモデルでやってみよう

よ、ここのところの５軒をやってみようよという、こういう踏み出し方

というのがあってもいいのではないでしょうか。わずか５坪の土地で若

い人たちがうちを次々に借りて、それで自分たちでいろいろ語って、新

しくそれで起業をして、その人たちがやったおかげで、その通りが、非

常に若い人たちが集まって活気を呈しているという話も聞いたことも

あるわけです。そういうふうな絵図をそろそろ作って踏み出す時期に来

ているのではないかと思うのです。農家は駄目、商売は駄目、子どもは

いない、若い人たちは住んでくれない、こういうまちにさせたら駄目で

しょう。 

会 長  説明はよろしいですか。 

委 員  大体分かりますからいいです。 

会 長  他に質問はございませんか。委員さん、どうぞ。 

委 員  １ページ目のちょうど真ん中辺に現状グラフ内容とありまして、左側

は農林業の現状とありまして、真ん中から右が農業の現状とあり林業が

抜けているのですが、その上の文章では林業が２行もあるのですが、こ

こは林業が抜けてしまっていいのですかという質問です。それだけで

す。 

会 長  説明をお願いします。 

部会長  農林業の現状という文言に変えるように調整をしたいと思います。 

会 長  委員さん、どうぞ。 

委 員  商業、工業のお話は、今委員さんからも結構厳しいご意見が出ました

けれども、私どもは商工会議所の立場としてですが、非常に今の商店は

どうしたらいいかと思っています。工業のほうは比較的独自の技術が伸

びているところがあります。商業が非常に難しいということで、あとは

先ほど出ました農産物はできるだけ地域のお役に立てるような情報Ｐ

Ｒ、情報発信、これをしなければいけないというふうにずっと考えてき

ております。今、ケーブルテレビにおいて農協さんのほうと、毎週水曜

日に定期的にＪＡブースを設けております。あとは先ほど言った観光地

につきましても、何かありましたら何でもニュースの中で発信をしてい

きますので、何かお役に立つような形で、微力ですが頑張りますので、

情報を頂きたいと思います。 

 本庄市だけということではなく、児玉郡市ということでいろいろ考え
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て連携しないとものにならないということです。この児玉郡市は交通の

要衝であります。駅も本庄駅、本庄早稲田駅、児玉駅、八高線で松久駅、

高速道路のインターチェンジもあります。上里のパーキングエリアにス

マートチェンジもできました。一時上里パーキングエリアにハイウェイ

オアシス構想というものがあったかと思うのですが、ずっと本庄早稲田

駅と本庄駅、児玉駅、そういうところも連携したものができないかなと

いうふうに、そのニュースを聞いたときに思ったのです。話があちこち

に飛んでしまって申し訳ないのですが、今本庄駅のところにブララの跡

地を業者が買われて、あそこは４，３００坪あるそうです。これは何を

するかということは、まだ白紙の状態のようです。自分としては、勝手

なことなのですが、２０階建ての高層ビルなどを建てて、１、２、３階

は食品をして、４階から２０階を分譲マンションにするとＪＲと本庄

市、商工会議所も魅力かと思うのです。そこに先手として、人口を増や

すということで、雨に濡れずに東京に入れる、大宮にも行けるというこ

とです。大宮あたりの少し離れた土地を買うより、取りあえずそこの分

譲マンションを買うほうが便利でいいということです。よって、そこに

２４時間の託児所やちょっとした医療のものなどを作り、東京からも人

を呼ぶということです。お店もそうなのですが、マグネットというもの

が必要になってくると思います。取りあえず本庄駅というマグネットを

作り、早稲田駅との連携、そして児玉駅との連携、そういう４人の首長

さんが連携して、それぞれの地域でブランドデザインを描くといいます

か、そういうところでいかないと商業の活性化は難しいのかなという気

がします。人口を増やす１つとしては、本庄駅やはりＪＲも巻き込んで、

八高線を生かせる道もあると思いますので、そういうことで本庄市、ま

たは行政、首長の皆さん、職員の皆さんと、何か具体的に手を打っても

らえればいいかなと思います。以上です。 

会 長  全体的な部分で何かありますか。お願いします。 

部会長  大変ありがとうございます。この経済環境分野につきましては、非常

に皆さんからいろいろな意見を出していただいたかと思います。やはり

それだけ今の状況が厳しくなっているということだと思います。農業、

商業、工業、それが必ず本庄市民の生活に関わってくる話なのだろうと

思います。昨年、策定しました「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

おいてこのあたりの分野というものが非常に大きなウエートを占める

だろうというお話も出ていました。そういう中では、今いろいろな厳し

いご意見を頂きましたので、この経済環境分野につきましてもまた職員

の中でもいろいろな意見を踏まえまして検討させていただきたいと思

います。ただ、経済分野につきましては行政だけではどうしてもうまく

いかない部分があると思いますので、これは企業の方、それから商店街
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の方々、本庄市民の皆さんが一丸となって、企業も一緒になって進めて

いかないと、他市にどんどん置いていかれるような状況になるかと思い

ますので、引き続きご協力をいただきながら進めていきたいと思います

ので、本日、頂いた意見も踏まえまして、また再調整をしてご提案をさ

せていただいたらと思います。 

会 長  委員さん、どうぞ。 

委 員  先ほど委員さんからいろいろ実質的にどういうことをやっているの

か、具体的なことを質問されまして、われわれは議会から来てここにい

るのですが、具体的にやっていることをきちんと数字を出して言っても

らわないと、例えば山車の維持管理があり、各町内１，０００万ずつ補

助金を出してやって１２町を回り、その後文化庁からも資金をもらって

の取り換えなどをやったところもあるし、そういう実績を踏まえて言っ

てあげないと、何もやっていないのではないかということになります。

空き店舗も５０万を補助して２年間家賃の補助する事業をやっている

など、具体的に言わないと何もやっていないのではないかと。これは１

０年間これから見据えた計画をやるのだから、そういうもの書けないに

しても、そういうことをやっているのを継続していくなど、そういうこ

とをしないとみんな分からないです。祭りも４，０００万出しているわ

けです。そういうことをやっているならやっているで、言わないといけ

ません。それ以外にも結局、空き店舗の解消を一生懸命やっても、住ん

でみたら狭いなど、そういうような現状で答えが返ってきてしまってい

るのだから、そういう現状も踏まえて市や商工会議所もやりたいと言っ

ているのですが、なかなか貸してもらえないなど、そういう現状もある

わけだからきちんと答えていかないと、何もやっていないのではないか

ということになるので、この辺は特に気を付けてやるようにしてくださ

い。 

会 長  事務局のほうは何かありますか。 

事務局  申し訳ありませんでした。 

会 長  次回からもう少し数字を答えられる資料の準備と、人の準備もお願

いします。数字などが出そうなところでは担当課長さん等に出席して

いただく準備もお願いします。他にはありませんか。委員さん、どう

ぞ。 

委 員  こちらの資料３の前期基本計画（構成イメージ）のほうがもしかし

たら分かりやすいかもしれませんので、それも併せてご質問をさせて

いただきたきます。こちらの資料３の基本計画の１６ページ、環境対

策の充実のところなのですが、こちらに環境対策の現状のグラフがあ

りますが、右側の元小山川のＢＯＤの値は分かるのですが、左側が住

宅での創エネ・省エネ設備の普及率というのが、どうも上に書いてあ
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る成果指標と目標値というものと若干数値が違うというふうに理解し

ています。完全に合致しなければいけないものかといわれるとそうで

はないのかもしれませんが、先ほど質問させていただいたように、成

果指標のほうの温室効果ガスの減少の話は市役所所有の施設の対応で

あって、下の項目の住宅でもそういう省エネ設備の普及というのは、

これはまた民間の話なので、若干ピントがずれているかなというのが

印象としてありました。同じことが、この資料３の１９ページの廃棄

物の処理とリサイクルのところのグラフもそうでして、リサイクル率

が出ているのですが、リサイクル率については多分、言及をされてい

ないのです。現況と課題の中にリサイクル率が低いということはある

のですが、それこそ成果指標と目標値との兼ね合いでいうと、具体的

に２０％がいいのか悪いのかよく分からないような状態で、目標値の

差が見られていないというものがありますので、若干この成果指標と

下に書かれているグラフはこれ以外のところも、１番の農林業の振興

のところも若干ずれているかなという感じはするので、少しご確認を

いただいたほうがよろしいかなというのがまず１点目です。 

 ２点目ですが、少し細かい話になって恐縮なのですが、今の廃棄物

の処理とリサイクルのところのめざす姿の文章の最初のところなので

すが、廃棄物の排出機会や収集の充実が図られ、廃棄物の適正処理が

行われていますとあります。言わんとすることは分かるのですが、排

出機会や収集の充実が図られていないからごみが多いのかという理解

になってしまうところがありまして、逆に排出機会や収集の充実とい

うのは、ごみを排出して、それを収集する機会が増えるということを

まず想像するのではないかなというふうに理解をしてしまいますの

で、それが本当によろしいことなのかどうかということです。少し市

のメッセージとは違うのではないかなという気がしていますので、こ

この文言はご検討いただいたほうがよろしいのではないかなというの

が２点目です。 

 それと３番目ですが、この資料１の１８ページ、主な事業の一覧１

８ページの最後の⑦というところに、新規で廃食用油リサイクルの推

進というものが書いてあります。これは昔から公民館等で廃油を集め

て、使用済みてんぷら油を集めて、小山川クリーンセンターにそのま

ま持っていくと、基本的に理解していたのです。再資源化を図ります

というふうに書かれているのですが、これは私も大学の研究をやって

いるのですが、排出量がそれほど多くないと、これは経済的にまず見

合わないというのが事例のことでありますので、なぜあえてこれが新

規で再資源化を図るというものが入れられているのかなと思うのです

が、教えていただければと思います。以上です。 
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会 長  それでは説明をお願いします。 

部会長  それでは、まず成果指標とグラフの関係ですが、これにつきまして

は持ち帰らせていただきまして精査をさせていただければと思いま

す。それから、廃棄物の処理とリサイクルのめざす姿の、廃棄物の排

出機会や収集の充実が図られ、廃棄物の適正処理が行われていますと

いうことの中に、減量化の関係が含まれていないということでよろし

いでしょうか。それも含めた表現にしたほうがいいということでしょ

うか。 

委 員  減量化のことも明記されたら、それはそれに越したことはないので

すが、この排出機会や収集の充実という、ここの充実という言葉の印

象が、的確にメッセージが伝わらないのではないかなというふうに思

います。要するに何回も出してもいいよという印象を受け取られて、

収集車が回収する回数が増えるという印象を受けてしまうのではない

かということです。これはかえってマイナスのイメージではないかな

と思います。できるのかどうかは分からないですけれども、少なくす

ることによって減量化を図るという、それの裏返しとして不法投棄が

あるということもあるかもしれませんけれども、どちらがいいのかと

いうのはバランスの問題もあるかもしれません。少し誤解されてしま

うかなと思いました。 

部会長  ここで言っている排出機会や収集というのは、市側で用意をすると

いう表現になると思います。現在、缶や瓶は、リサイクルに回さなけ

ればならないものが、危険物のごみで出してしまっているというケー

スがあります。原因として、回収する場所がない、あるいは時期がな

い、持っていく暇がないということが考えられました。そうすると、

今各自治会が運営をして、拠点的に常置的にリサイクルができる場所

を設定していただいているのですが、それの充実を図ることによって、

不法投棄もなくなるし、リサイクルに回せるものはリサイクルに回せ

ますよという、そういう社会になってほしいということで「廃棄物の

排出機会や収集の充実」のめざす姿とさせていただいたわけです。先

ほど委員さんの言うように、確かに何度も収集車が来るというふうに

とられかねないというところがありますので、持ち帰らせていただい

て調整をさせていただければと思います。 

 廃食用油リサイクルの推進は新規ということで挙げさせていただい

たのですが、確かにリサイクルの推進につきましては、現在の計画の

中では既に行っている事業です。これにつきましては、昔ドラム缶で

回収をしていたのですが、今はペットボトルに入れさせていただいて

きれいな形で収集ができるようにしています。ですので、それを再資

源にしている業者のほうに売って、再資源を図っているということを、
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実際には去年度ぐらいから始めていますので、ここに新規という形で

記載をさせていただいたということです。 

会 長  よろしいでしょうか。他に質問はありませんか。委員さん、どうぞ。 

委 員  １８ページの４ということで、生活排水の処理の、私のところは、

５～６年前から集落排水も工事が始まりまして、このときにはやはり

皆さん市の補助金等を頂きながら工事が行われたわけです。今質問す

るのは、単身世帯と老夫婦世帯というものが非常に目立ってきてしま

いました。その中で、今度は家庭内にも桝を付けて排水設備工事を行

うわけですが、これを排水することによって、処理場の管理は排水を

する人たちだけで管理料金を徴収できるのか、そういったところでお

話を聞かせていただければと思います。 

会 長  事務局のほうで何か答えていただけることがあればお願いします。 

   副部会長 私のほうで答えさせていただきます。仁手・下仁手・久々宇地区に

ついては、おかげさまで来年の４月には供用できることとなります。

今の質問の中で、使った人のみが代金を負担するのかというお話かと

思いますが、原則的には権利者の方の中で使用している方が、負担す

ることとなり、お使いの方から使用料を頂き、これを原資として、各

施設の維持管理をしているのが原則です。地区ごとの料金ではなく、

新しく１地区増え６地区となるのですが、そちらも全て同一料金とい

う形になり、その６地区から使用料を頂き、一旦プールさせていただ

くことになります。原資は市負担分のお金も入っていますが、主な原

資は皆さまの使用料という形になります。 

会 長  よろしいですか。 

委 員  ありがとうございます。 

会 長  他にはありませんか。ないようですので、経済環境分野素案につい

ての質問をここで終了させていただきます。 

会 長 続きまして、協議事項の第２号、前期基本計画都市基盤分野素案につ

いて、説明をお願いいたします。 

部会長  ●前期基本計画 都市基盤分野素案について説明 

会 長 それでは、ただいま説明がありましたが、質問を受ける前にここで

少しだけ休憩を取りたいと思います。＜休憩＞ 

会 長  それでは、始めさせていただきます。先ほど説明がありましたが、

前期基本計画都市基盤分野素案について、ご意見を伺うわけでござい

ますけれども。もう少し、皆さんが分かりやすいように、大項目ごと

に進めていきたいと思います。まず、大項目の、計画的なまちづくり

について、皆さんから質問等はございませんか。１ページでございま

す。 

部会長 先ほど私のほうから説明させていただきました、計画的なまちづく
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りの中で、居住誘導区域のところで少し説明をさせていただきたいと

思います。これは、立地適正化計画の中で定めました、居住誘導区域

ということでございますが。これは、具体的には、本庄駅周辺につき

ましては、おおむね、１キロ圏内、駅を中心にだいたい１キロの範囲

内を居住誘導区域として設置しております。 

 それから、児玉駅につきましては、おおむね、６００メートルの範

囲内で設定をしておりまして、そのへんで誘導地域が定められてくる

ということです。 

 それから、もう１つ、本庄早稲田駅の周辺でも設定していますけれ

ども、こちらにつきましては、区画整理が済んだ区域とその周りの集

落部分です。市街化区域に編入された、新たに編入された区域全体と

いうふうな形で居住誘導区域を設定しております。以上でございます。 

会 長 はい。皆さんから質問等ございましたら、お願いいたします。 

委 員  今度、立地適正化計画ということで、重点的という話だと思います。

３ページの右側、④既成市街地の整備です。本庄市も児玉町も旧市街

地が非常に疲弊しております。経済分野の商業のほうの疲弊と相まっ

ていると思うのです。ここでは「立地適正化計画に基づき、まちなか

再生となる施設の誘導や」、その次の行に、「狭あい道路の拡幅などに

より 居住環境の整備を行います」と記述されています。私は、まち

なかの狭あい道路は、いつもずっと前から大問題だと思っておりまし

た。それで、５ページなのですが、狭あい道路は、４ｍ未満の狭あい

道路は、中心から２ｍずつ下がるというものです。私は、本庄の旧市

街地の一番問題なのは、二項外道路というもっと狭い道に面している

ところは、まちなかでも家は建て変えられないです。そこで煮詰まっ

てしまってどうにもならないというところが結構あります。それにつ

いて記述されていないのです。狭あい道路の中には、二項道路とか、

二項外道路とか、もっと狭い道があるのですが、そこにもちゃんと家

が連坦して建っていますよね。本庄も地域に結構あります。それには

どういうふうに取り組もうとしていらっしゃるのでしょうか。 

会 長 はい、それでは説明をお願いいたします。 

部会長  ３ページのところで、立地適正化計画に基づくと書いております。

この文章の中では、そこまで細かいことは書いていないのですが立地

適正化計画の中で、より具体的なことを行う計画をつくっております。

この立地適正化計画は、そのことを網羅していると考えていただけれ

ばと思っております。 

委 員 では、すみません。確認でお願いします。立地適正化計画において、

いわゆる狭あい道路には、二項道路もあるし、二項外道路もあるし、

そういうものを面として考えて、このエリアをやりましょうというと
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きには、いわゆる、そういう法律の切り分けはしないで、全体として

ちゃんと家が建つような計画をつくると、つくりたいと、そういう考

えと思ってよろしいでしょうか。 

会 長 はい、ご説明をお願いいたします。 

部会長 その件につきましては、立地適正化計画の中では、二項道路をやる

のではなくて、開発で道路をつくる場合に補助しますとか、いろんな

施策を組み合わせてやっていくということです。あとは、境界が決ま

らなくて、民民同士の境界が決まらなく事業が進まないだとか、そう

いったこともございます。そういったことも考慮し計画に入れており

ます。総合的に住み良い環境をつくっていくということで進めていく

計画でございます。 

会 長 ほかにご意見ございませんか。ないようですので、それでは、計画

的なまちづくりにつきましては終了させていただきます。 

続きまして、４ページ、居住環境の整備について、質問をお受けい

たします。質問がございましたら、お願いいたします。 

委 員 ４ページの、現状と課題の４行目なのですけれども、歩道は設置さ

れているものの段差の大きい歩道では、子どもや高齢者などの安全な

通行に支障をきたしていますとあるのですが、子どもや高齢者と、こ

の文に、「障害者」というのを入れてはどうでしょうか。ただ、一番下

の市営住宅のところには、高齢者と障害者といったような、「障害者」

という言葉が入っておりますので、ちょっと難しいかなとは思います

が。 

会 長 はい、説明をお願いします。 

部会長 この２つ目のこの表現につきましては、子どもや高齢者などという

形で、そういう意味で「など」を入れさせていただいております。子

ども、高齢者だけということではなくて、そういう意味で、「など」と

いうような表現を意識的に加えさせていただいております。 

それから、市営住宅に関しましては、社会的弱者の方に対しての、

住宅を供給することを考えていく必要がございますので、文章に書か

せていただいているというところでございます。 

会 長 はい、よろしいですか。 

委 員 そうしますと、「高齢者など」ですよね。下は、「障害者等」となっ

ておりますので、表現が違っています。 

部会長 ここは確認させていただきます。 

会 長 はい、よろしいですか。では、確認のほうをお願いいたします。ほ

かに質問等はございませんか。ないようですので、４ページ、２、居

住環境の整備については、質問をこれで終了いたします。 

続きまして、７ページ大項目３の道路・河川の整備と維持管理につ



様 式 

25 

 

いて、ご質問をお受けいたします。よろしいでしょうか。 

委 員 道路整備について、本庄市は、最近、道路整備をすると街路樹を取

ってしまうのですよね。ここの市役所の前の通りがまさに代表的なの

ですが、前は、イチョウの木があって、下にちょっと植え込みがあっ

たのです。自転車レーンをつくるために植えられなくなりました。本

庄市は、緑がすごく少ないです。まちづくりとか、まちおこしという

のは、総合戦略ですから、景観も大事だと思います。まちなかにこん

なに木がない所というのは、めずらしいなと私は思っています。駅前

からずっと来ると朝日通りまで少し何本か、申し訳程度にハナミズキ

の木があります。それから先は１本もありません。また、今まで中山

道から市役所側はかろうじてあったのですが、整備されたらなくなっ

てしまいました。まだ、整備されてないところは残っているのです。

いずれは、国道１７号までは整備すると言っていますから、１本も木

がなくなるというのが時間の問題なのかなと思っています。本庄市は、

児玉町と合併前は、「緑と健康の都市」と言っていたのです。今は違う

目標になったのですが、別に目標があろうとなかろうと、やはり、景

観は大事なのです。私は、前橋市は、ケヤキの木があり、素晴らしい

と思います。まちのグレードだと思っています。こんなにどんどん木

をなくすのは、確かに、お金はかからないと思います。手入れをしな

くていいですものね。でも、そういう問題ではなくて、やはり、景観

も少しは大事にしていただきたい。本庄にもう街路樹のある道路って

何本もないのです。自動車レーンや電線の地中化にともなってどんど

ん木を取る、これはあまりいい思想ではないと思います。これはなん

とか入れてほしいです。景観を維持するというのも、１つに入れてい

ただきたい。本当は、道路だけじゃないですけれども、前から言いた

かったのでよろしくお願いします。 

会 長 それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 駅前通りにつきましては、残りわずかなので方向転換はなかなか難

しいかなと思います。ただ、やはり、委員のおっしゃるとおり、景観

というのは大変大事なテーマでございます。これは、施策中項目の中

には載っていないのですが、施策大項目、もっと大きなところで挙げ

させていただいています。都市基盤分野で、「人にやさしい、快適で美

しく住みやすいまち」ということで記述させていただいております。

それとの関連もございますので、検討させていただきたいと思います。 

会 長 よろしいですか。別の意見がございますか。 

委 員 部会長からの説明ではありませんでしたが、木はあったらきれいな

のは本当に分かるのですけれども、われわれ配管をする側とか、道路

をいじる側からすると、木の根っこでやられるのです。歩道がやられ
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たり、でこぼこになったり、路肩がずれたりとか、そういうのもあっ

て、今回、そのどちらかを選ばなきゃいけないという選択があったと

思います。何かうまく真ん中を取れるような対策があればよいのです

が。本当に、住宅の前に木を植えると、配管をやられて抜かなればな

らないことが、結構あったりするので、景観と実用性を２つ加味して、

計画を進めていただけると良いと思いました。意見でした。 

会 長 はい、では、ほかに質問はございませんか。 

委 員  教えていただきたいのですけれども。９ページの道路台帳の整備の

ところで、「ＧＩＳによる一元的な維持管理を図ります」となっていま

す。事業概要がこのように変わった中身として、道路台帳の整備がど

こまで進んで、何ができていて、もう、ＧＩＳに落とせるということ

なのか、状況を教えてください。 

会 長 はい、それでは説明をお願いいたします。 

部会長 はい。この道路台帳の整備につきましては、児玉地域と本庄地域で差

がございます。本庄地域については、基準点というのがすべて設置済

みで、それをもとに、図ができている状況なのです。児玉地域は、当

時は、そういった基準点ができておりません。というのは、航空測量

で、道路台帳をつくっております。本庄地域は、基準点をもとに実際

に測って作っているという、作り方が違うのです。それで、児玉地域

についてデジタル化という形で書かせていただいているのですけれど

も、そういったことに関連して、基準点を、今、整備中でございます。

そういったことが進んできている中で、できる部分というのもござい

ます。以上でございます。 

会 長 はい、よろしいでしょうか。ほかに質問はございませんか。 

委 員 私の質問は、９ページ④の、河川の改修工事の質問をさせていただ

きます。私の住む地区は、利根川、備前渠川があるのですけれども、

１級河川というと利根川になってしまうのですが、備前渠川の流れる

所に水門というのがあるのですけれども、この補修工事というのは、

１級河川が利根川になりますので、行政側とは、これは別の問題にな

るのか、お話を聞かせていただければと思います。利根川で、非常に

木が生い茂ってしまっていると、今度、大きな水害があったときには、

非常に雑木がたまってしまうことになります。この工事というのは、

どこまでが行政側なのでしょうか。分かる範囲で結構でございます。 

会 長 はい。それでは、説明をお願いいたします。 

部会長 はい。左側の④で河川改修事業と、右側の⑨で河川改修の促進とい

う形で書かせていただいております。これは、洪水対策です。水があ

ふれて浸水してしまうということに対しての記述でございまして、女

堀川、備前渠川・御陣場川については、埼玉県による河川改修事業の
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推進を要望しますということで、ここに書いてあるとおり、埼玉県が

これについては管理者でございますので「埼玉県に要望します」とい

うような内容で書いております。 

先ほどの、利根川の中の木などにつきましては、国になります。利

根川上流の河川事務所というのがありまして、必要に応じて、木を切

るとか、そういったことをやっておりまして、洪水に関しての対策と

いうのは、堤防とかをかさ上げしてやっておりますので、総合振興計

画の中で記述するということは考えていないということでございま

す。 

会 長 よろしいですか。ほかに質問はございませんか。 

それでは、ないようですので、大項目３道路・河川の整備と維持管

理についての質問を終了いたします。 

続きまして、１０ページ、大項目４交通サービスの充実について、

質問をお受けいたします。質問はございませんか。よろしいでしょう

か。 

委 員 デマンド交通は、かなり数字的にはいい数字が出てきているのだと

思うのですけれども。ただ、ある特定の方が利用をしていて、利便性

の向上というところで、何か少し難しいところにぶつかってきている

のではないかと思います。 

１１ページに、具体的にいうと、４「バリアフリー・ユニバーサル

デザインの推進」の施策で工夫など一生懸命考えてくださっているの

だろうと思うのですが、実際に私が車いすを使った方と、市外から公

共交通のバスに乗って、本庄駅まで来て乗り換えて、シャトルで本庄

早稲田駅まで行くルートをたどってみました。バスがノンステップバ

スではなかったというところもありましたが、正直言って、車いすで

安心して降りられる所もなければ、そこから次に乗り換えるルートも、

安心して移動できるという状態では、とてもなかったです。私もそれ

を見てすごく驚いたのですけれども。本庄駅でいえば、タクシー乗り

場だとかバス乗り場の所がスロープになっています。降りるときはい

いかもしれないのですが、バスから降りて、そのスロープを上がろう

とすると、正面に雨よけの屋根の柱が真ん前にあるのです。だから、

そこのところで、バリアフリーだとか、ユニバーサルデザインという

のを、動線上で考えていただくような施策が必要だと思います。公共

交通についても同様だと思うのですが、公共交通と、一般のバス会社

さんが路線バスで運営してくださっているところと、シャトルでつな

ぐ所、デマンドでつなぐ所、その接続部分とか乗り降りの部分という

のも含めて、バリアフリーだとか、ユニバーサルデザインというのを、

ぜひ、お考えいただきたいなと思います。 
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会 長 説明をお願いいたします。 

部会長  ありがとうございます。非常に大事な視点だというふうに思ってい

ます。交通政策協議会でもそういったお話というのは出ております。

あと、アンケートも実施させていただいておりまして、そういった意

見というのもございます。現在、バスについては、少なくても、ノン

ステップバスの導入を図るようにバス会社にお願いをしております。

徐々にですけれども、何台か導入されているという状況です。 

 それから、特に、駅での乗り換えというのが多くなりますので、そ

ういった場合については、所管している都市計画課ですとか、そうい

うところとも協議をしながら、バリアフリーといいますか、障害の少

ない形で、ストレスのないような形で乗り降りできるようにつくって

いくべきだということで考えておりますので、今後、進めて参りたい

と考えております。 

あと、これは、障害がある方だけではなくて、本庄駅は、降りたと

きに、案内が足りていませんで、例えば、児玉方面に行きたいのだけ

れども、どちらに降りたらいいのだろうとか、あるいは、どのバス乗

り場に行ったらいいのだろうかと迷うところもございまして、今回簡

単なものなのですけれども、案内表示をさせていただきました。それ

も、いろいろな意見を伺いながらやっていますので、今後も、障害の

ある方も含めまして、できるだけ、バリアフリーにできるように進め

ていきたいと思っております。その内容も含めてここには記述させて

いただいてあるということがございます。 

会 長 委員さん、よろしいですか。 

委 員 はい、分かりました。 

会 長 ほかに質問はございませんか。 

委 員 私は、本庄駅北口のロータリーの西側に駐車禁止のポールが立って

います。私は、朝、孫を駅に乗せて行くために通るのですが、非常に、

駐車する範囲が狭くなってしまう。誰でもそうなのですけれども、誰

もが近い所に車をとめたいと思いますが、その西側のほうに行くと、

駐車禁止ってポールが立っているために、やはり、車が回り込めない、

そういったことがあります。朝のラッシュのときには非常に危険性も

あるし、もうちょっと改善があればいいのではないかなと思いますの

で、要望としてお話を出させていただきました。よろしくお願いしま

す。 

会 長  何かご説明はございますか。 

部会長  説明をさせていただきます。ポールの立っている場所につきまして

は、車が駐車してしまうと、バスが出られなくなってしまうのです。

バスが反対方向に向かって出ていくとか、そういった状況が起こって
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しまっているので、その場所には、中に駐車をしていただくと困ると

いうことで設置をさせていただいております。 

 それと、まちなかの整備ということで、総合振興計画にも絡んでく

るのですけれども、今後、北口の広場の整備等もやっていくというこ

とで、この計画の中には入っております。以上でございます。 

会 長  ほかに質問はございませんか。ないようですので、大項目４の交通

サービスの充実は、質問を終了いたします。 

会 長 続きまして１３ページの大項目５「水道水の安定供給」について質問

をお受けします。質問はありませんか。はい、委員さん。 

委 員  １４ページに老朽管更新事業ということで、老朽化した鋳鉄管を計

画的に耐震性のあるダクタイル鋳鉄管に布設替えしますとあるのです

けれども、ここ何年かでポリエチレン管がよく出てきて、非常に耐震

性に優れているというので各地域が使い始めているのですけれども、

その辺りの検討はされているのでしょうか。 

会 長 はい、説明をお願いします。 

副部会長 確かに最近、耐震管といわれている中では、ダクタイル鋳鉄管で耐

震性を有するもの、またポリエチレン管の熱融着継手を有するもの、

こういうものが含まれています。本庄市におきましては、ポリエチレ

ン管による耐震化につきましては、平成２７年度末で８６２ｍしかあ

りません。また、５０ミリから１００ミリ程度の管といわれているも

のになります。全体では５５５ｋｍの水道管がありますので、非常に

少ないところです。 

現在、各市町村でもポリエチレン管の配水管を１０年ほど前から使

っています。また、一般家庭でも使っています。当然、軽いとか、場

合によっては廉価になるなど、良い点もあります。 

今回、挙げている主な事業の中では、今まで実績のあるダクタイル鋳

鉄管と記載しました。水道というのはサイクルが非常に長いものです

ので、今まではダクタイル鋳鉄管を主に耐震管の材料として使用して

きました。当然、ポリエチレン管も、最近、本格的な採用をする市町

村も県内で少しあるということですので、この記載の中にはないので

すが、ポリエチレン管の検討も併せてしていきたいと思います。良い

ものであれば、記載はされていませんけれども、採用していくことも

検討の中には入っていると考えています。以上です。 

会 長 はい。よろしいですか。 

委 員 鉄管主流から、やはり塩ビやポリエチレンなどに変わっていって、

前にも話が出たのですけれども、作業をする方も高齢化が進んで、作

業性のいいものが採用されるなど、本当にここ数年で大きく変わって

きているのです。 
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「あのときに変えたじゃないか」と言われるのは非常に大変だとは思

うのですが、やはり最初に思い切って変える勇気が必要だと思います。

例えば破損したときの修理に非常に利便性がいいなど、何というので

しょうか、変わっていくものだと思うのです。畳がなくなってフロー

リングになっていき、瓦がなくなってガルバリウムの鉄板で屋根を造

るようになりました。 

そういった物が変わっていく中で、やはり実績があっていいからと

いうだけではなく、金額的にもかなり下げられるということもあると

思います。鋳鉄管メーカーに怒られてしまうような話をしていますけ

れども、これは実際に、ポチレチレン管の使用を検討などというのを

文言で入れてもらえると非常にいいかと思いました。よろしくお願い

します。 

会 長 

 

これから先の１０年間で、そちらに移行される可能性が高いという

ことですか。 

委 員 流れの話をすると、建物を例に挙げると、やはり２０年前は鉄管が

ほとんど９８％ぐらいのところが、今は９０％ぐらいの確率でポリエ

チレン管になっているなど、実績はもう増えてきて、問題も今のとこ

ろは発生していないと思うのです。そういった部分は、検討する価値

は絶対にあると思うし、他市の実績がもうしっかりと出てきています

し、うちなども１０年ぐらい前ですが上里で１件やらせてもらって、

実際に問題は何も起きていないということがあるので、検討はしてい

ただきたいと思います。 

会 長 はい。それでは説明をよろしくお願いします。 

副部会長 分かりました。そういうことが読み取れるような修正をするように、

持ち帰って検討させてもらいます。 

会 長 よろしいですか。他に質問はありませんか。 

委 員 はい。 

会 長 はい、委員さん。 

委 員  １３ページの真ん中の有収率のところで、この目標９２％という

のは、県の平均値ですか。 

副部会長 県の平均値です。 

委 員 それで、目標だからここの数字は何でもいいとは思うのですが、例え

ば計画があって更新されていくわけですよね。そうすると、きっちり

と５年後には９２％になる計算なのですか。その辺りをお伺いしたい

のです。 

会 長 はい。説明をお願いします。 

副部会長  これは先ほど説明しましたが、左に記載されております、有収率は

漏水が少なく無駄がないかを表す比率であります。漏水を解消するに
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は２つ方法がありまして、１つは老朽管の布設替えです。もう１つは、

漏水調査等により漏水箇所を見つけて修繕することです。その２つを

進めていくことによって、こちらの数字が上がっていくという形にな

っています。 

 下に水道管の耐震化率がありますけれども、今後入れていく管は、

耐震管を入れていく予定ですが、この５年間では予算などいろいろな

都合がありまして、それほど大きな布設替えができないということで

す。この中で漏水を少なくしていくには、漏水調査を進めることと考

えています。 

 過去の実績でいきますと、これは毎年若干上がり下がりはするの

ですが、２８年度は若干よくて９０．９８％です。また、過去１０年

で２％程度の改善が図られているということで、その辺りを加味して、

９２％を努力目標とし、われわれも鋭意努力したいということで、書

かせていただきました。 

会 長 はい。よろしいですか。 

委 員 はい。あくまでも努力目標で９２と書いてありますということでよろ

しいでしょうか。 

副部会長 過去の実績から見ると、おおむね達成できる予測です。また、９２％

にしたいという目標です。 

委 員 はい、分かりました。 

会 長 はい、よろしいですか。 

委 員 すみません、今のご質問の間にさせていただくことだったのですけ

れども、この資料３の３４ページに有収率の過去４年ぐらいの推移が

ありましたので、それを見ると、たまたま平成２４年度から２５年度

に３％ぐらい一気に急上昇しているのです。 

これは何か特別なことをやられた結果、これだけ上がったのですか。

そうすると今、委員が言われた、何か原因が分かっているのならば、

こうやれば上がるのではないかという見通しのようなものがあるのか

なと。これは興味半分で恐縮なのですけれども、お分かりになれば教

えていただければありがたいです。 

会 長 はい、説明をお願いします。 

副部会長 ちょうど平成２５年を境に一気に上がりました。これは、２３年度

までに漏水しやすい石綿管が本庄市には多くありました。そちらの改

修が２３年度に終わりまして、その辺りの成果が出てきて、若干工事

と時間のずれがありまして、伸びているということです。 

こちらの数字には過去４年ぐらいしかないのですが、私の手元には

平成２０年ぐらいからあります。平成２０年度は８８％程度でした。

若干、２３年頃の石綿管がまだ全部終わってない頃は８６％台まで一
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回、落ちました。石綿管の修繕が終わって、その後、通常のダクタイ

ル鋳鉄管の布設ということで、その辺りの漏水修繕の努力という形で、

最近３年間は９０％台を維持できています。現状はそういうことです。 

会 長 はい、よろしいですか。他に質問はありませんか。はい、委員さん。 

委 員 水道水ですけれども、水道水を使って、お湯を沸騰させて哺乳びん

を消毒すると、白いカルシウムのようなものが非常に残るのです。ス

ーパーなどで水を結構、配るというか、浄化した水がもらえるのです

けれども、それを使うと全く濁りません。 

本当に安全・安心な水だということなのですけれども、大丈夫かな

といつも思うのです。カルシウム状の白いものが残るのですが、この

辺りは普通なのかということをお聞きしたかったのです。 

会 長 はい。あの白いものは一体、何だろうかということで、人体への影

響などの説明をお願いします。 

部会長 これは、本庄市は深井戸を持っています。神流川伏流水といって、

ミネラル豊かな井戸水なのです。指標でいうと硬度、水の硬さという

ものがあるのですが、若干、日本人が好む硬度よりも、本庄市は地下

水を使っているので高いのです。硬度が高いということはミネラル分

が多く、当然、水道の基準は十分にクリアしています。本庄市におい

ては、井戸水を使っている関係で硬度が高いのです。それがポットや

やかんなどに付いてしまいます。害のあるものではありません。ミネ

ラル分が多い地下水を使っているということを、理解していただきた

いと思います。 

会 長 分かりました。よろしいですか。 

委 員 はい。 

会 長 他にはございますか。  

委 員  水道管の耐震化率のところで伺います。先ほど委員さんなどがおっ

しゃっていたことをいろいろとお聞きしていて、私も少し混乱してい

るのですけれども、管路の耐震化はしていくわけですよね。 

 布設替えは、実際には大きくはできないということなのですけれど

も、万が一にも大規模災害などが起こってくるような場合には、例え

ば重要施設の周辺だけでも耐震化はしっかりと進められていたほうが

いいのではないかと思うのです。 

かといって先ほど委員さんがおっしゃったように、布設する管自体

の質がどのようにここ何年かで変わっていくかが分からないというの

もあるのですか。その辺りのことを教えていただけるとありがたいで

す。 

会 長 はい。それでは説明をお願いします。 

副部会長  管の種類というより、企業会計という限られた予算の範囲内で管の
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更新を行っているということです。管路の耐震化は全国的に推進して

いますけれども、なかなか更新率が上がっていません。 

 本庄市の場合は現在、何に力を入れているかというと、まず老朽化

したポンプなどです。こちらが止まってしまうと全部止まってしまい

ますので、そちらに今、お金がかかっている状況です。 

 また、先ほど基幹的な管というお話が出ましたが、平成２７年度末、

本庄市においては、３４．２％の耐震化率になっています。今後も耐

震化率向上に努めてまいります。 

会 長 よろしいですか。 

委 員 はい。 

会 長 他に質問はありませんか。ないようですので、大項目５の「水道水

の安定供給」についての質問を終了します。 

続きまして、１５ページの大項目６「下水道施設の充実」について

のご質問をお受けします。質問はありませんか。 

委 員  質問と意見が１点ずつあります。１５ページの真ん中ぐらいにゲリ

ラ豪雨や台風という言葉が入っていて、前にもこのような話があった

ような、ないようなと思ったのですけれども、今回の計画には、この

ゲリラ豪雨というものがきちんと考慮されて進んでいくのかというの

が、まず質問です。 

 続きまして意見なのですけれども、１６ページの新規５番の浄化槽

の普及推進というところです。真ん中の、農業集落排水の区域外にお

いては、浄化槽となっているのですが、この浄化槽の前に合併という

言葉を入れていただきたいのです。 

 それはなぜかというと、浄化槽というとひとくくりになってしまい、

単独浄化槽で、これが合併になっていないと後ろの１７ページとの整

合性が取れなくなってしまうので合併浄化槽という文言に変えていた

だきたいのです。こちらが意見です。 

 質問のほうをよろしくお願いします。 

会 長 はい、それでは説明をお願いします。 

部会長 はい、お答えします。ゲリラ豪雨等の話ですが、実際にいろいろな

ところから苦情が入っています。今年度は若干、児玉地区なのですけ

れども、そういうところの、児玉地区は汚水幹線等が整備されていな

いのですけれども、調査に入ろうということです。調査した結果、ど

ういう方法がいいのか、結果を見ないと汚水幹線分からないのですけ

れども、そういうことで、実際は少しずつですが、これについても下

水道事業として取り組んでいきたいということで書かせていただきま

した。 

あとは、こちらはご意見とのことなのですけれども、浄化槽の※の
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ところは、１７ページの欄外に説明があります。平成１３年４月１日

につきまして、一般的には単独槽より浄化槽というほうが言いやすい

かとは思うのですけれども、今は、単独浄化槽はありませんという指

導で、浄化槽という言葉に統一しましょうということが来ています。 

あえてこちらには浄化槽という一言で、注記という形で書かせていた

だきました。 

会 長 はい。委員さん。 

委 員 補足になるかどうかは分からないのですけれども、単独浄化槽でも

入れている人だと、浄化槽を入れているからいいのだとなってしまう

のです。そうすると結局、単独浄化槽が入っているから下水に切り替

えないなどという方が非常に多いのです。 

やはり国のルールだと、くみ取り便所は３年以内に接続しなさいな

どというルールがあるのですが、単独浄化槽が入っていると逃げ道に

なってセーフになってしまうのです。そうすると、水質の環境の改善

がなされないので、その辺りを認識として強く持っていただいて、単

独浄化槽は本当にくみ取りと同じぐらい水質を悪化させるのですとい

う意味合いを、いろいろともっと認知をしていただきたいなと思いま

す。意見です。 

会 長 はい。よろしいですか。 

部会長 はい、ご意見として伺っています。何か修正するものがあれば、さ

せていただきます。 

会 長 はい。他に質問はありませんか。ないようですので、大項目６の「下

水道施設の充実」についての質問を終了します。 

続きまして、大項目７の「都市公園の整備と緑の保全」について、

質問をお受けします。質問はありませんか。はい、委員さん。 

委 員 １８ページの成果指標の２番目のところでしょうか、段丘斜面を保

全している割合が５１％から５３％で、先ほど来、横に並べて見てい

ます資料３では、やはりこの５年ほどは保全割合が５１％でずっと変

わっていませんでした。 

何か特別な保全のための取り組みのアイデアがあっての、この目標

の設定なのでしょうか。もしかすると先ほどご説明があったかもしれ

ないのですけれども、教えていただけるとありがたいです。よろしく

お願いします。 

会 長 はい、説明をお願いします。 

部会長 はい。この段丘斜面の保全に関しては、個人の所有の斜面の保全と

いうところです。進めるには、何というのでしょうか、お金が必要に

なりますので、そのための基金を設けたりしています。そういった関

係もあります。 
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ただ、これはしばらく同じ数字で来ているのですけれども、少し検

討していただけそうなところの目星が出てきていますので、その辺り

を反映させているというところです。 

会 長 よろしいですか。 

委 員 はい。 

会 長 他に質問等はありませんか。はい、委員さん。 

委 員 はい。１９ページについて伺います。特に１８ページの現況と課題

にも関わってくるのかなと思うのですが、都市公園の維持管理のとこ

ろで、以前は、地震および火災等の災害時の避難場所など多目的にと

いう記載がされていたのが、災害時のそういう機能のことは削除され

てしまいました。安全に安心してというような記述はあるのですけれ

ども、防災面というのですか、災害対応時の避難場所というような記

述を取ってしまったのはなぜなのか、説明をお願いします。 

会 長 はい。それでは説明をお願いします。 

部会長 はい。この災害時の避難場所というのは、すでに設定されているも

ので、そういった機能は持っているということを考えて、特にこの記

述は要らないのではないかということで今回は記述されていません。

追加のご意見があったということで、検討させていただきたいとは思

います。 

会 長 はい。よろしいですか。 

委 員 はい、いいです。 

会 長  他に質問はありませんか。ないようですので、大項目７「都市公園

の整備と緑の保全」についての質問を終了します。それでは、都市基

盤分野素案について、質問等を終了させていただきます。 

 次に協議事項第３号、前期基本計画 教育文化分野素案および前期

基本計画 市民生活分野素案ご意見に対する対応について、第３回審

議会で審議しました教育文化分野、市民生活分野の素案を委員の皆さ

まのご意見を踏まえ、策定委員会で検討し、修正を加えたということ

です。それでは、修正部分等について、事務局より説明をお願いしま

す。 

事務局 （事務局より、教育文化分野及び市民生活分野素ご意見に対する対応

について説明） 

会 長  はい。事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問はありませ

んか。この説明がありました内容のとおりで、よろしいですか。 

（意見、質問なし） 

それでは皆さまのご承認をいただいたということで、この第３号につ

いては審議を終了させていただきます。今後、これらの件につきまし

ては、事務局で誤字・脱字または助詞などの文言修正を行う場合があ
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りますので、ご了承いただきたいと思います。 

 これで協議事項第３号まで終了しましたが、皆さまの中からその他

のご意見・ご質問がありましたら、お願いします。 

（意見・質問なし） 

他にご意見・ご質問がないようですので、これで本日の議事を終了さ

せていただきます。 

 次回の審議会で、基本構想素案から全６分野の基本計画の素案まで

の一通りの審議が終了することになります。次回は委員の皆さまに本

庄市の将来像・政策大綱についてご意見・ご審議をいただきたいと考

えています。その内容について、事務局から、まず説明をお願いしま

す。 

事務局 （事務局より本庄市の将来像（案）・政策大綱（案）について説明）  

会 長  はい。これは、この案の中から必ず選ぶというのではなく、自分で

考えたものでもいいということでよろしいですね。 

事務局  はい。こちらを参考に考えていただいても結構です。 

会 長  はい。先ほど説明がありましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

委 員  メールでの提出でもいいとおっしゃったのですけれども、アドレス

はどこに書いてあるのでしょうか。 

事務局  用紙の下のほうにアドレスを記述しております。 

委 員  はい、分かりました。 

会 長  他に質問はありませんか。それでは質問もないようですので、これ

にて議長の任を解かせていただき、進行を事務局にお返ししたいと思

います。進行へのご協力と熱心なご審議に感謝申し上げます。大変あ

りがとうございました。 

事務局  皆さま、慎重な審議を大変ありがとうございました。また、議長を

務めていただきました会長には、スムーズな進行をどうもありがとう

ございました。お疲れ様でございました。 

 それでは次第の４、その他ですが、事務局から今後の運営について

ご連絡させていただきます。 （事務局より次回審議会の連絡） 

 それでは、閉会に当たりまして、副会長よりごあいさつをいただき

たいと思います。 

副会長 委員の皆さま、大変にご苦労様でした。約２時間１０分ものご審議を

いただき、本当にありがとうございました。これで総合振興計画審議

会の第５回を閉会します。本当に長い間ありがとうございました。 


